
 
 

特別徴収義務者の皆様へ 
（軽油引取税） 

 
 

   

軽油引取税をはじめ、県税につきましては、日ごろからご理解と 

ご協力をいただき、ありがとうございます。 

軽油引取税の賦課徴収の適正な執行のためには、取引の流通経路 

に応じた適切な申告と正しい報告が求められます。特別徴収義務者 

の皆様が、毎月の申告・報告書などを作成するときの注意点や記入 

方法などをまとめましたので、本冊子を参考にして、誤りのないよう 

お願いいたします。 

また、本冊子を見ても分からない点につきましては、管轄の県税 

事務所にお問い合わせください。 
                      
                  

  

 

令和５年１月 

 

茨 城 県 
  



【用語説明】 

  

本文中で使用している主な用語について説明します。 

なお、特にことわりのない限り、「法」は地方税法（昭和 25年法律第 226 号）、「規則」

は地方税法施行規則（昭和 29 年総理府令第 23号）を表します。 

 

◎元 売 業 者・・・軽油の製造、輸入又は販売することを業とし、総務大臣の指定を 

受けている方 

◎特 約 業 者・・・元売業者との販売契約に基づき継続的に軽油の供給を受け、これ 

を販売することを業とし、都道府県知事の指定を受けている方 

◎石油製品販売業者 

・・・元売・特約業者以外の石油製品の販売を業とする方 

◎需  要  家・・・軽油の販売を行わず、自己で軽油を消費する方 

◎特別徴収義務者・・・軽油を引き取った方から代金と合わせて軽油引取税を徴収し、都 

道府県に納める方で、原則として、元売業者・特約業者の方 

◎申 告 納 入・・・特別徴収義務者が、徴収すべき軽油引取税の課税標準量及び税額 

を申告し、申告した税金を納めること 

◎申 告 納 付・・・納税者が、納付すべき軽油引取税の課税標準量及び税額を申告し、 

申告した税金を納めること 

◎軽油の引取り・・・軽油の売買などの取引がなされた上で、引取者に軽油の所有権が 

移転すること 

◎現 実 の 納 入・・・配達した軽油の貯蔵タンク等への納品などにより、軽油が引取者 

の直接的支配下に移転すること 

◎商     流・・・軽油の受発注等の取引関係の流れのこと（納品を伴わないものを 

含む） 

◎物     流・・・軽油の物理的な移動の流れのこと 

◎持 届 け・・・タンクローリー等により油槽所からＳＳ等へ軽油を納入すること 

◎倉  取  り・・・タンクローリー等により油槽所へ軽油を引取りに行くこと 
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１ 軽油引取税の申告等について 

 

（１）軽油引取税の課税について 

  軽油引取税の沿革  

  軽油引取税は、昭和３１年に道路に関する費用に充てるための目的税として創設されま

したが、平成２１年４月の税制改正により一般財源化され、目的税から普通税となりました｡ 

 

 課税の対象と納税義務者  

   軽油引取税は、原則として特約業者又は元売業者からの軽油の引取りで、当該引取りに

係る軽油の現実の納入を伴うものに対して、引取りを行う者を納税義務者として課税されま

す（特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りは、課税

の対象となる軽油の引取りから除外されます。）。 

 

 納入地と課税を行う都道府県  

軽油の引取りで当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに係る当該軽油の納入地

所在の都道府県が課税権を持ちます。 

「納入地」とは、当該軽油が引取者の直接的支配下に移転した際の場所になります。ただ

し、石油製品の販売業者（元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造者等）が

引取りを行った場合、納入地はその軽油を現実に納入した販売業者の事業所所在地となり

ます。 

同じ場所での引取りであっても、軽油の引取りの方法（持届け、倉取り）及び引取りを行っ

た事業者の区分（元売業者・特約業者、石油製品販売業者、需要家）によって「納入地」が

異なる場合があり、それに伴い課税を行う都道府県が変わりますので、ご注意ください。 

誤った都道府県に申告納入を行った場合、更正・決定を行うことになります。 

（「参考 納入地の例」☞P.２～３、第３章 QA の Q１・２☞P.32～34 をご覧ください。） 

[根拠規定 法第 144 条の２第 1 項（かっこ書き）] 

 

 徴収方法  

特約業者又は元売業者は、軽油を販売したときに軽油の代金とともに軽油引取税を納税

義務者から徴収し、１か月分をまとめて翌月末日までに、軽油の納入地所在の都道府県知

事（県税事務所長）に「軽油引取税納入申告書」（第１６号の１０様式・記入例☞P.11）によっ

て申告をして納めます。このような制度を特別徴収義務者制度といいます（納入数量がない

月でも申告書の提出が必要です。）。 

 

 税率  

  当分の間、軽油１キロリットルにつき３２，１００円となっています。 

[根拠規定 法第 144 条の２第 1 項、法第 144 条の 14 第２項、法附則第 12 条の２の８] 

第１ 軽油引取税について 
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＜事例１＞ 

 

 

 

 

＜事例２＞ 

 

 

 

 

＜事例３＞ 

 

 

 

 

＜事例４＞ 

 

 

 

 

＜事例５＞ 

 

 

 

 

＜事例６＞ 

 

 

 

 

＜事例７＞ 

 

参考 納入地の例 

元売業者 A 販売業者 C 需 要 家 D 特約業者 B 

      商流       物流             …特別徴収義務者           …納入地 
  

        持届け            倉取り 

  

元売業者 A 販売業者 C 需 要 家 D 特約業者 B 

元売業者 A 販売業者 C 需 要 家 D 特約業者 B 

元売業者 A 特約業者 C 販売業者 D 特約業者 B 

元売業者 A 特約業者 C 販売業者 D 特約業者 B 

元売業者 A 特約業者 C 販売業者 D 特約業者 B 

元売業者 A 特約業者 C 販売業者 D 元売業者 B 
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＜事例８＞ 

 

 

 

 

＜事例９＞ 

 

 

 

 

＜事例 10＞ 

 

 

 

 

＜事例 11＞ 

 

 

 

 

＜事例 12＞ 

 

 

 

 

＜事例 13＞ 

 

 

 

 

＜事例 14＞ 

 

 

 

 

＜事例 15＞ 

 

 

元売業者 A 販売業者 C 販売業者 D 特約業者 B 

元売業者 A 販売業者 C 販売業者 D 特約業者 B 

元売業者 A 販売業者 C 販売業者 C 甲支店 特約業者 B 

元売業者 A 需要家 C 特約業者 B 

元売業者 A 需要家 C 特約業者 B 

元売業者 A 特約業者 C 特約業者 C 甲支店 特約業者 B 

元売業者 A 特約業者 C 販売業者 D 特約業者 B 

元売業者 A 特約業者C 特約業者 B 需要家 E 販売業者 D 
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（２）報告の義務等について 

○ 軽油の受払い等の数量報告書（第１６号の４１様式・記入例☞P.14） 

元売業者、特約業者及び軽油製造業者は、毎月末日までに前月の初日から末日までの

間の軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末

日における軽油の在庫数量等の事項を記載した報告書を、その主たる事務所又は事業所

所在地の都道府県知事（県税事務所長）に提出しなければなりません。 

[根拠規定 法第 144 条の 35 第 1 項] 

※ 元売業者の方は、このほかに元売業者が納入を行った軽油について、納入地が所在

する都道府県ごとに以下の報告書を提出する必要があります。 

・ 「納入先別納入数量等報告書」（第１６号の３７様式・記入例☞P.21）  

（引取りを行った者ごとの数量、当該引取りに係る現実の納入を受けた者の事業所ごと

の納入数量を記載） 

・ 「事務所・事業所別納入数量等報告書」（第１６号の３９様式・記入例☞P.22） 

  （元売業者の事業所ごとの納入数量を記載） 

 

 ○ 納付申告書（第１６号の１２様式・記入例☞P.13） 

   特別徴収義務者が自己の保有に係る軽油を自ら消費した場合（配達用小型ローリー

への給油等）などは、申告納付をする必要があります。 

     このほか、当該消費に係る数量も報告しなければなりません（第１６号の４１様式・記

入例☞P.14・P.19）。 

[根拠規定 法第 144 条の３第１項第１号・第２号、法第 144 条の 18 第 1 項第５号] 

 

（３）申告納入（納付）の期限について 

   ① 申告納入（納付）の期限は、翌月の末日です。 

      月末が休日（土・日・祝日）等にあたる場合には、その翌日が申告納入（納付）の期限 

となります。 

② 毎年１１月分の申告納入・納付の期限は、年末年始の特例により、１月４日（休日にあ

たる場合は、翌日）となります。 

③ 申告書を郵送で提出する場合で、控えの返送を希望する場合には、返信用封筒（切

手を貼付してください）を同封してください。 

[根拠規定 法第 144 条の 14 第２項、法第 144 条の 18 第１項第５号] 

   

（４）納入・納付が遅れた場合の延滞金について  

税金を納期限後に納めるときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が

かかります（１００円未満の端数又は全額が１,０００円未満であるときは、その延滞金を切り捨て

ます。）。 

   [根拠規定 法第 144 条の 45・ 46、法 20 条の４の２第５項] 
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[延滞金の率について（令和３年１月１日以降）] 

納期限の翌日から 

１ヶ月を経過する日まで 

納期限の翌日から１ヶ月を経過した日から

納税の日まで 

「延滞金特例基準割合※＋１％」と 

「年７．３％」のいずれか低い割合 

「延滞金特例基準割合※＋７．３％」と 

「年１４．６％」のいずれか低い割合 

（参考）各年の延滞金の率については、茨城県ホームページをご覧ください。 

アドレス http://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/kikaku/qa/nozei.html#q7 

※ 「延滞金特例基準割合」とは、銀行の貸出約定平均金利（新規・短期）から算出される割

合として財務大臣が告示する割合に年１％を加算した割合です。 

 

（５）申告が遅れた場合等の加算金について 

① 期限後申告の場合 

不申告加算金等が課されます。 

② 過少申告の場合 

更正処分を受けることになり、過少申告加算金等が課されます。 

③ 申告をしなかった場合 

決定処分を受けることになり、重加算金等が課されます。 

※ 加算金は、税額の５％～５０％です。      [根拠規定 法第 144 条の 47・ 48] 

 

（６）既に軽油引取税を課された軽油（課税済軽油）の申告について 

納入申告書（第１６号の１０様式・記入例☞P.11）の「法第１４４条の５第２号の規定によって

課税免除される軽油の数量（エ）」欄に記載がある場合は、軽油引取税課税免除承認申請書

（様式第２４号・記入例☞P.23）の提出が必要です。 

 なお、申請書には、流通状況を示す書類（納品書、請求書等）や課税済証明書等を添付し

てください。 

※ 申請書等の提出がない場合や内容に不備がある場合は、課税免除は受けられません。 

[根拠規定 法第 144 条の 14 第２項・第４項、規則８条の 37 第２号] 

   

（７）免税軽油及び免税証（軽油引取税免税証）について 

 農業、漁業などの特定の業種については、軽油引取税の免税制度があります。免税証によ

り引き取った軽油（免税軽油）については、軽油引取税はかかりません。 

免税軽油を使用する者は、あらかじめ県税事務所から承認を受けたうえで、免税証の交付

を受け、免税証に記載された販売店で、軽油と免税証を引き換えることにより免税軽油を購入

することができます。 

免税軽油の納入があり、納入申告書（第１６号の１０様式・記入例☞P.11）の「免税証による

軽油の納入数量（オ）」欄に記載がある場合は、回収免税証整理表（様式第２５号・記入例☞

P.24）の提出が必要です。 
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なお、免税証には有効期間が定められており、免税軽油の引取り時に有効期間外の免税

証は使用できませんので、ご注意ください。 

（免税軽油を扱った場合の申告については、第３章ＱＡのＱ４☞P.35 をご覧ください。） 

 

免税証の取扱いにあたっては、次の行為が禁止されています。 

・免税証を他人に譲り渡したり、譲り受けること。 

・免税証を免税軽油の引取り前に販売業者に渡すこと。 

（使用前の免税証について、販売業者等があらかじめ預かることはできません。） 

・免税証に記載された数量と異なる量の免税軽油の引取り。 

・県税事務所から承認されていない用途及び機械への使用。 

  [根拠規定 法第 144 条の 21] 

 

（８）徴収猶予（納税の延期）や納入義務の免除等について 

① 徴収猶予 

特別徴収義務者が、軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を納期限までに

回収できないときは、納期限から２か月以内の期間に限って徴収猶予の申請をすること

ができます。（様式第１１７号・記入例☞P.25）       [根拠規定 法第 144 条の 29] 

② 納入義務の免除等 

納税者の破産等により、軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部が徴収不能に

なったときや、特別徴収義務者が徴収した軽油引取税を災害等の理由で亡失したとき

は、徴収不能額の還付又は納入義務の免除の申請をすることができます。 

[根拠規定 法第 144 条の 30] 

※ ①、②についての必要な添付書類は、県税事務所までお問い合わせください。 

 

（９）在庫差量の取扱いについて 

在庫差量とは、気温による軽油の自然増減、計量誤差等による場合に適用されますので、

在庫差量が自己消費によることが明らかな場合は、適用されません。 

したがって在庫差量が自己消費による場合は、その自己消費数量に係る軽油引取税を、翌

月末日までに申告納付しなければなりません。（第１６号の１２様式・記入例☞P.13） 

また、在庫差量が、災害、盗難等による場合は、それらを証明する書類を添付して県税事

務所長に、その旨申し出てください。 

◎ 在庫差量の申告納付における注意事項 

・ 申告期限及び納期限 

毎年３月末日（２月分申告時） 

・ 申告数量 

事務所又は事業所ごとに前年３月から当年２月分までの在庫差量を算出し、実在庫数

量が帳簿上の在庫数量を下回る場合は、その差量が 100 リットル以上である事務所又は
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（例：４給油所を所有している場合）

給 油 所 名
前年３月実績～当年２月 実績
ま で の 在 庫 差 量 の 合 計

備 考

Ａ給油所 150.000　リットル 申告対象

Ｂ給油所 90.000　リットル 明細書のみ提出

Ｃ給油所 △60.000　リットル 明細書のみ提出

Ｄ給油所 100.000　リットル 申告対象

合計 280.000　リットル

※　この場合、在庫差量の申告数量は、Ａ給油所及びＤ給油所の合計２５０リットルになります。

事業所の合計数量を申告数量とします。 

・ 申告書及び在庫数量等明細書の提出 

軽油引取税納付申告書（第１６号の１２様式・記入例☞P.13）の「特別徴収義務者が 

軽油を自ら消費した場合」の欄（（オ）の欄）に当該数量を記入し、「事務所又は事業所別

在庫数量等明細書」（記入例☞P.27）を添付のうえ、提出します。 

     なお、当年２月分で自家消費があったときには、合計して申告します。 

※ すべての事務所又は事業所において在庫差量が 100 リットル未満であるときは、「事

務所又は事業所別在庫数量等明細書」のみ提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特別徴収義務者の登録等について 

 

（１）特別徴収義務者の登録 
特別徴収義務者は、次に掲げる場合には定められた期限までに「特別徴収義務者登録申

請書」（様式第１１６号・記入例☞P.28～29）を県税事務所長に申請する必要があります。  

 [根拠規定 法第 144 条の 15 第１項] 

提出が必要なとき 提出の時期 

事務所・事業所の営業を開始しようとする場合 開始の５日前まで 

事務所・事業所の営業開始後に特別徴収義務者の指定を受

けることとなった場合 

指定を受けることとなった日から５

日以内 

引渡しに係る軽油の納入が行われることとなった場合 

 

納入の日の属する月の翌月末日

まで 

※ なお、登録に変更が生じたときにも変更の届出（「軽油引取税特別徴収義務者登録変更

申請書」（様式第１１６号の３・記入例☞P.30））が必要になります。 
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（３）事業の開廃等の届出 
元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者は、事業の開始・廃止・休止

をしようとするときは、主たる事務所・事業所を管轄する県税事務所長に「事業の開廃等の届

出書」（第１６号の３５様式・記入例☞P.31）をその５日前までに届け出なければなりません。 

なお、当該届出事項に異動（変更）が生じた場合は、遅滞なくその変更に係る内容を届け

出なければなりません。 

[根拠規定 法第 144 条の 34 第 1 項・第３項、規則第８条の４５第１項・第３項] 

 
（４）帳簿の記載義務 

 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者は、帳簿を備え、事務所又は

事業所ごとに軽油の引取等に関する事実を帳簿に記載しなければなりません。 

主な記載事項は次のとおりです。 

 

 ○ 引取り、引渡し、納入に関する軽油の数量、取引年月日、相手方の名称及び所在地 

   ※ 現実の納入を伴わない場合にも、帳簿の記入が必要となります。 

 ○ 毎月末日における軽油の在庫数量 

 ○ 消費した軽油の数量及び消費の年月日 

[根拠規定 法第 144 条の 36] 

 

（５）引取りに係る特別徴収義務者に対する書類の提出及び保存 

 軽油の引取りを行った者は、その事業所ごとに納入を受けた軽油の数量、年月日、当該納

入に関する者の氏名等について当該引取りに係る特別徴収義務者に書類を提出しなければ

ならず、当該特別徴収義務者は、提出を受けた書類を７年間保存しなければなりません。 

 [根拠規定 法第 144 条の 35 第６項・第７項] 

（２）軽油引取税特別徴収義務者証 

 県内に事務所・事業所を有する場合には 

特別徴収義務者であることを証する証票が 

交付されますので、事務所又は事業所の見 

やすいところに掲示してください。 

[根拠規定 法第 144 条の 16] 
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（１） 元売業者及び特約業者が作成する申告書・報告書 

 作成の目的 様式名 
様式 

の色 

様式の 

番 号 
頁 

申
告
書 

軽油引取税の 税額
を計算し、申告する 

納入 

軽油引取税納入申告書 紫 
第 16 号の 10

本表 
11 

軽油の納入数量明細書  
[０申告の場合不要] 

赤 
第 16 号の 10 

別表 
12 

納付 
軽油引取税納付申告書 
[納付申告がある場合のみ] 

紫 第 16 号の 12 13 

報
告
書 

軽油の 受入・払出・在庫な
どを一覧表にまとめて報告
する 

軽油の受払い等の数量報告書 紫  
第 16 号の 41 

本表 
14 

第 16 号
の 41 

（本表） 
の内訳 

軽油の 受入数量
（主に仕入など） 
を報告する 

引取数量（受払い等の数量） 
引渡しを行った者別・道府県別明
細書 

緑 
第 16 号の 41 

別表１ 
15 

引取数量（現実の受払い等の数量） 
納入を行った者別・道府県別明細書 
[現実の引取りがない場合不要]                              

赤 
第 16 号の 41 

別表２ 
16 

軽油の 払出数量
（主に売上・自家
消費など）を報告
する 

引渡数量（受払い等の数量）引取
りを行った者別・道府県別明細書 

緑 
第 16 号の 41 

別表５ 
17 

引渡数量（現実の受払い等の数量） 
納入を受けた者別・道府県別明細書 
[現実の引渡しがない場合不要] 

赤 
第 16 号の 41 

別表６ 
18 

消費数量明細書 
[該当する場合のみ] 

赤 
第 16 号の 41 

別表７ 
19 

軽油の在庫数量 
を報告する 

在庫数量（現実の受払い等の数

量）明細書 

[軽油の貯蔵施設がある場合] 

赤 
第 16 号の 41 

別表 10 
20 

※現実の引取り・引渡しがない場合とは商流のみしか取り扱っていない場合をいいます。 

 

（２） 元売業者のみが作成する報告書 

 作成の目的 様式名 
様式 

の色 

様式の 

番 号 
頁 

報
告
書 

元売業者が納入を行った軽油
の流通状況を報告する  

納入先別 納入数量等報告書 紫 第 16 号の 37 21 

元売業者が納入を行った軽
油について、どこの油槽所・
事業所から出荷されたかを
報告する 

事務所・事業所別 納入数量等
報告書 

紫 第 16 号の 39 22 

 

・ 各様式は３枚複写となっています。 

 １枚目は、申告・報告内容を記入する様式です。 

 ２枚目は、電子データ作成用の入力様式です。県税事務所で使用するもの 

になりますので、提出時に取り外さないようにお願いします。 

 ３枚目は、控え様式です。 

紫の様式…総括表 

緑の様式…商流 

赤の様式…物流 

第２ 申告・報告等にあたり提出していただく書類について 
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（３） 申告書と一緒に提出していただくその他の書類 

作成の目的 様式名 
様式の 

番 号 
頁 

既に軽油引取税を課された

軽油の課税免除を申請する 
軽油引取税課税免除承認申請書 第 24 号 23 

免税軽油の課税免除を受け

る 
回収免税証整理表 第 25 号 24 

軽油引取税の徴収猶予を申

請する 

軽油引取税徴収猶予申請書 

月分売掛数量明細書（徴収猶予申請分） 

第 117 号 

第 27 号 

25 

26 

給油所等の在庫数量を報告

する 

事務所又は事業所別在庫数量等明細書 

（毎年の３月申告で提出） 
― 27 

 

 

（４） 特別徴収義務者の登録等にあたり提出していただく書類 

作成の目的 様式名 
様式の 

番 号 
頁 

特別徴収義務者の登録を申

請する 
軽油引取税特別徴収義務者登録申請書 第 116 号 28 

特別徴収義務者の登録内容

の変更を申請する 

軽油引取税特別徴収義務者登録変更 

申請書 
第116号の3 30 

事業の開始・廃止・休止等の

届出をする 
事業の開廃等の届出書 第16号の35 31 

 

 

 

ホームページもあわせてご活用ください。 
 
○ 軽油引取税の申告等の関係様式の一部は、茨城県ホームページからダウンロード

できます。 
 
 ≪アドレス http://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/kurashi/tax/index.html#q8 ≫ 
 
（茨城県ホームページの「茨城で暮らす」→「税金」 
→「くらしと県税」→「県税のホームページへようこそ」 
→「各種様式ダウンロード」の「軽油引取税」） 
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処理
区分

第 号

Ａ石油株式会社
代表取締役　○○　○○

（電話 029-301-×××× )

(ｱ)

添付免税証

12 枚（ リットル分）1,000

(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)及び(ｶ)の数量を証する書
面並びに(ｵ)の数量に対応する免税証

納入予定日 ○ ○ 年 0 5 月 3 1

月 3 1 日 添
付
書
類日

申告期限 ○ ○ 年 0

　　　　この申告によって納入すべき軽油引取税額　　３２．１　円　×　(ｺ) (ｻ)

欠　　　減　　　量 (ｸ) ×
1 0.3

(ｹ)
140

再　　差　　引　　計 (ｸ)－(ｹ) (ｺ)
13 860

5

. ０００

. 000100 100

000

444 906

差　　　引　　　計 (ｱ)－(ｷ) (ｸ)
14 000 . 000

　小　　　　計 (ｲ)＋(ｳ)＋(ｴ)＋(ｵ)＋(ｶ) (ｷ)
6 000 .

課
税
対
象
と
な
ら
な
い
数
量

　法第１４４条の２の規定によって除外される軽油の数量 (ｲ)
.

　法第１４４条の５第１号の規定によって課税免除される軽油の数量

　合衆国軍隊等への軽油の納入数量 (ｶ)
.

000

　免税証による軽油の納入数量 (ｵ)
1 000 . 000

(ｳ)
.

　法第１４４条の５第２号の規定によって課税免除される軽油の数量 (ｴ)
5 000 .

第
十
六
号
の
十
様
式

（
提
出
用

）

０８１１１１０００１ ０ ８ ０ ０ １ 00 １ ０ ０ ５ １ １ １

発信年月日
申告年月日

通信日付印 確認印

20 000 . 000

茨城県水戸市笠原町　９７８－６

登 録 特 別 徴 収 義 務 者 の
登 録 番 号 及 び 氏 名 又 は 名 称

（右詰で記載）個 人 番 号 又 は 法 人 番 号

１００５１１１

月中における引き渡しに係る軽油の納入数量

経理部　経理係　　○○　　○○

令和 ○ ○ 年 0 4 月分軽油引取税納入申告書

4

軽油引取税納入申告書

※
処
　
理
　
事
　
項

事業者コード 事務所コード 予　　　　備 整理番号

　　　　　　茨城県　水戸　県税事務所長　　　　殿

令和　○○　年　　５　月　３１　日

登 録 特 別 徴 収 義 務 者 の
住 所 又 は 所 在 地

こ の 申 告 に 応 答 す る 係 及
び 氏 名 並 び に 電 話 番 号

ﾘｯﾄﾙ

課税済

輸 出

小数点4位以下

端数を切り上げ

税額１円未満の

端数を切り捨て
免税証による納入数量がある場合には、

添付した免税証の枚数、数量を記入する

「元売→元売」

「元売→特約」間の引取り

受付印

納税番号を記入

（以下同様）

※軽油の納入がない月も納入申告書の提出は必要です。

円

申告書・報告書等の記入例

処理事項欄は課税庁で記入

（以下同様）

免税軽油

軽油は揮発性を有することから、納入数量（差引計）から控除される量（特約業者からの

引取りに係る軽油：１％・元売業者からの引取りに係る軽油：０．３％）

9 0 1 2 33 4 5 6 7 81 2

提出先の県税事務所名を記入

（水戸、常陸太田、行方、土浦、筑西）
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軽油の納入数量明細書

*　　　 *　　　

.

*　　　 . *　　　

.

*　　　 . *　　　

.

*　　　 . *　　　

.

*　　　 . *　　　

.

*　　　 . *　　　

.

*　　　 . *　　　

.

*　　　 . *　　　

.

*　　　 . *　　　

.

*　　　 . *　　　

.

.

第
十
六
号
の
十
様
式
別
表

（
提
出
用

）

０８１１１１００３２

１３３３３３００８９

茨城県水戸市笠原町　９７８－６

０００

５８８００００１５２

５８１２３４００２２

予　　　　備 整理番号処理区分

申告年月日

コ　　ー　　ド

枚　目

　枚のうち1

０８１１１１０００１

事務所コード

０８３１１０００８１

ＥＥ運送㈱　茨城営業所

㈱県税石油　那珂給油所

㈲Ｂ建設

（　４　月　１　日　～　４　月　３０　日）

登 録 特 別 徴 収 義 務 者 の
住 所 又 は 所 在 地

計

水戸市笠原町９７８－６

登 録 特 別 徴 収 義 務 者 の
氏 名 又 は 名 称

Ａ石油株式会社

08001 00 1005111

自動車の保有者

２

５

※
処
理
事
項

事業者コード

4 月分

うち課税対象とならない数量

納　入　を　受　け　た　者

３ ０００

氏名又は名称

５
水戸市元吉田町×－×

令和

１０ ０００

０００

１

Ｃ石油㈱
日立油槽所

○ ○ 年

納　　入　　数　　量

那珂市菅谷×－×－×

1

９９９９９９０２０８

水戸市駅南町７７７－７７７

０００

０００

０００

０００

引渡しに係る軽油
の納入を行った者コ　　ー　　ド 納　　　　　入　　　　　地

0

Ａ石油㈱
　水戸給油所

Ａ石油㈱
水戸油槽所

６ ０００

０００２０

０８１１１１００２９

Ａ石油㈱
水戸給油所

０８１１１１００３２

００００００

０００

０００

０００

０００

ﾘｯﾄﾙ

※「納入地」には、特別徴収義務者から現実の納入を伴う軽油の引取りが行われた当該場所を記入する。
○特別徴収義務者が軽油を「持ち届けた」場合→その軽油の持ち届け、納入した場所
○特別徴収義務者が自社のＳＳで顧客に販売した場合→当該ＳＳの所在地
ただし、納入を受けた者が石油製品の販売業者である場合には、その販売業者の当該軽油の納入に係る事
業所が「納入地」となる。→Ｑ１、Ｑ２参照（☞Ｐ．３２、Ｐ．３３）

事業所コードを記入

※軽油の現実の納入を行った者の名称を
出荷に係る事務所事業所ごとに記入する。

ただし、事務所・事業所所有の油槽所から

出荷した場合には油槽所名まで記入する。

【記入の要領】

① 軽油の納入数量明細書には、納入申告書の「月中における引渡しに係る軽油の納入数

量（ア）欄」の内訳を記入する。

② 特別徴収義務者が現実の納入を伴う引渡しを行った軽油について、当該軽油の「納入

地」ごとにその軽油の数量を記入する。

③ 「うち課税対象とならない数量」欄には、「元売→元売」及び「元売→特約」間の引

取り、課税済軽油の納入、免税証による納入等に係る数量を記入する。

ここは「事業所コード」を記入する。

※自社のＳＳで顧客に軽油を販売した場合は、個々の氏名又は名称を省

略して「自動車の保有者」として一括記入する。なお、その際コードは

「9999990208」を用いる。

※合計数量

複数枚ある場合には、最終ペー

ジのみに記入する。

(上)第16号の10様式（ア）欄の数量と一致

(下)第16号の10様式（キ）欄の数量と一致

納入を受けた者の支店

名・営業所名等も記入
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（電話 029-301-××××　 ）

① .

② .

③ .

.

④ .

⑤ .

⑥ .

⑦ .

⑧ .

.

⑨ .

⑩ .

⑪ .

.

⑫ .

⑬ .

⑭ .

⑮ .

.

軽油引取税納付申告書

課 税 の 区 分

(ｴ) 　特別徴収義務者がその
特別徴収の義務が消滅
した時に軽油を所有して
いた場合（引渡しを行っ
た軽油につき、現実の納
入が行われていない場
合を含む。）

　差　引　計　　⑫－⑬－⑭－⑮

④のうち製造の承認を受けた軽油に含まれている既に揮発油税が課さ

れ又は課されるべき揮発油の数量

①のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれている既に軽

油引取税が課され又は課されるべき軽油の数量

①のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれている既に揮

発油税が課され又は課されるべき揮発油の数量

年

数　　　　　　　　　　　　量

(ｲ)

　差　引　計　　①－②－③

(ｱ)

2 3 4 5 6 7 8 1 2

月分令和

　添付免税証

数　　　　　　　　　　　　量

　販売した燃料炭化水素油の数量

　所有に係る軽油の数量

控
除
分

⑫のうち既に軽油引取税税が課され又は課されるべき軽油の数量

⑫のうち特別徴収義務者として指定されている相続人又は合併後存続

する法人等に承継された軽油の数量

⑫のうち元売業者が納期限までに他の元売業者に引き渡した軽油の

数量

　差　引　計　　⑨－⑩－⑪

④のうち製造の承認を受けた軽油に含まれている既に軽油引取税が

課され又は課されるべき軽油の数量

課 税 の 区 分

　特別徴収義務者が軽
油を自ら消費した場合

　　枚（　　　　　　　　リットル分）

経理部　経理係　　○○　　○○

※
処
理
事
項

⑯のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれている既に軽

油引取税が課され又は課されるべき軽油の数量

⑯－⑰のうち既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油の数量

⑯－⑰のうち既に揮発油税が課され又は課されるべき揮発油の数量

　免税軽油の引取りを行った者が他

の者にその軽油を譲渡した場合 　譲渡した軽油の数量

3

 
第
十
六
号
の
十
二
様
式

（
提
出
用

）

　消費した軽油の数量 ⑯

処理区分

控
除
分

整理番号

（　令和○○年　４　月　１　日　～　４　月　３０　日分）

通信日付印 確認印

事業者コード 事務所コード

申告年月日
発信年月日

予　　　　　　　備

(ｵ)

納税者の氏名又は名称

納税者の住所又は所在地

 この申告書に応答する係及
 び氏名並びに電話番号

　特約業者又は元売業
者が燃料炭化水素油を
自動車の内燃機関の燃
料として販売した場合

　
　石油製品販売業者が、
軽油に軽油以外の炭化
水素油を混和し若しくは
軽油以外の炭化水素油
と軽油以外の炭化水素
油を混和して製造された
軽油を販売した場合又は
燃料炭化水素油を自動
車の内燃機関の燃料とし
て販売した場合

　販売した軽油又は燃料炭化水素油の数量

控
除
分

控
除
分

　差　引　計　　⑯－⑰－⑱－⑲

⑰

⑱

⑲

 22 のうち既に揮発油税が課され又は課されるべき揮発油の数量

(ｳ) 　自動車の保有者が炭
化水素油を自動車の内
燃機関の燃料として消費
した場合（道路を運行し
た分に限る。）

　消費した炭化水素油の数量

控
除
分

⑨のうち消費の承認を受け又は自動車用炭化水素油譲渡証の交付を

受けた燃料炭化水素油に含まれている既に軽油引取税税が課され又

は課されるべき軽油の数量

⑨のうち消費の承認を受け又は自動車用炭化水素油譲渡証の交付を

受けた燃料炭化水素油に含まれている既に揮発油税が課され又は課

されるべき揮発油の数量

④のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれている既に揮

発油税が課され又は課されるべき揮発油の数量

　差　引　計　　④－⑤－⑥－⑦－⑧

④のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれている既に軽

油引取税が課され又は課されるべき軽油の数量

(ｸ)

(ｹ)

　合　　計　　(ｱ)＋(ｲ)＋(ｳ)＋(ｴ)＋(ｵ)＋(ｶ)＋(ｷ)＋(ｸ)＋(ｹ)

納付すべき軽油引取税額

⑳

(ｷ) 　免税軽油の引取りを行った者が免

税用途以外の用途に供するためその

軽油を自ら消費した場合
　消費した軽油の数量 21

(ｶ)

特 別 徴 収 義 務 者 以 外 の
者が軽油を輸入した 場合 　輸入した軽油の数量 25

　
　特別徴収義務者以外
の者が軽油を製造してそ
の軽油を自ら消費し又は
他の者に譲渡した場合

　消費又は譲渡した軽油の数量 22

控
除
分

23 22 のうち既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油の数量

24

　差　引　計　　22 － 23 － 24

000.100

.

.

.

. 000100

.

.

.

.

.

.

３２．１　円× ａ

000

.

.

３ ２１０

100

1005111０ ８ １ １ １ １ ０ ０ ０ １ ０ ８ ０ ０ １ 0 0

令和　○○　年　　５　月　３１　日

Ａ石油株式会社　代表取締役　○○　○○

（右詰で記載）

茨城県　　水戸　　県税事務所長      殿

個人番号又は法人番号 1 9 0

e
（法144条の３第１項第6号）
特別徴収義務者以外の者が軽油
を輸入したことに対する課税

d

（法144条の３第１項第5号）
特別徴収義務者以外の者が
軽油を製造し,当該軽油を譲渡
又は消費したことに対する課
税

Ａ　燃料炭化水素油課税

　（法144条の２第３項）
元売業者又は特約業者が燃料
炭化水素油を自動車の内燃機関
の燃料として販売したことに対す
る課税

Ｂ　製造軽油等の
　　販売業者課税

　（法144条の２第４項）
石油製品販売業者が製造軽油を
販売又は燃料炭化水素油を自動
車の内燃機関の燃料として販売
したことに対する課税

茨城県水戸市笠原町　９７８－６

○ ○ 0 4

納付申告書の課税区分

Ｃ　保有者課税

　（法144条の２第５項）
自動車の保有者が炭化水素油を
自動車の内燃機関の燃料として
消費したことに対する課税

Ｄ　所有者課税

　（法144条の２第６項）
特別徴収義務者が特別徴収義
務消滅時点で未課税軽油を所有
していることに対する課税

Ｅ　みなす課税
(軽油の引取りとみなし課税）

a

（法144条の３第１項第1号、2
号）
特別徴収義務者が自ら軽油
を消費したことに対する課税

b
（法144条の３第１項第3号）
免税軽油を譲渡したことに対
する課税

ｃ
（法144条の３第１項第4号）
免税軽油を用途外使用したこ
とに対する課税

ﾘｯﾄﾙ

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

(ｴ)

ﾘｯﾄﾙ

(ｵ)

(ｶ)

(ｷ)

(ｸ)

(ｹ)

ａ

円

特別徴収義務者が自己の保有に係る軽油を自ら消費した場合は、

（オ）欄に該当数量を記入の上、申告納付する。

受付印

A

B

C

D

E 

E
E

E 

E

b

a

c

d

e

- 13 -



（電話 029-301-××××　）

前々月末在庫数量 . .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. ５ ０００ . ０００

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

.

. .

. .

. .

0 1 2 3 （右詰で記載）1 2 3 4 5 6 7 8 9

０００ ０００５

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式

（
提
出
用

）

事業者コード

備　　　　考

Ａ石油株式会社　代表取締役　○○　○○

輸 　入　 数　 量

うち課税済みのもの

氏 名 又 は 名 称

※
処
理
事
項

区分 　元　・　特　・　製

08001令和　○○　年　　５　月　３１　日

報告年月日

０８１１１１０００１

うち課税済みのもの

摘　　　　要

うち課税済みのもの

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

軽油の受払い等の数量報告書

令和

返還を受けた数量

返還を行った数量

引　取　数　量

そ　　の　　他

合　　　　計

引　渡　数　量

消　費　数　量

製　造　数　量

住 所 又 は 所 在 地

処理
区分

00

事務所コード 整理番号予　　　　備

1005111

１００ ０００ １００ ０００

うち課税済みのもの

うち課税済みのもの

うち課税済みのもの

うち課税済みのもの

うち課税済みのもの

うち課税済みのもの

そ　　の　　他

合　　　　計

前 月 末 在 庫 数 量

払
　
　
出
　
　
し

うち課税済みのもの

うち課税済みのもの

受
　
　
入
　
　
れ

０００

０００

０００

５

現実の受払い等の数量

０００ ０００

０００

５

５

３５ ０００ ０００

２７ ０００

０００

３２

３０ ０００

１２ ０００９００１２ ０００９００

０００

５ ０００ ０００

６８６

５ ０００ ０００

０００

０００

０００

０００ ０００

０００

茨城県水戸市笠原町　９７８－６

０００

３５

０００２７ １０００００

５ ０００ ０００

１００３０

　　　　　　茨城県　水戸　県税事務所長　殿

３２ ００００００

月分年 4

８８

○ ○ 0

受払い等の数量

うち課税済みのもの

ﾘｯﾄﾙ ﾘｯﾄﾙ

受入れ合計には

「前々月末在庫数

量」を含めない。

前月の数量報告書

下段の「前月末在

庫数量」と一致する

こと。

別表１ 別表２

別表５ 別表６

別表７ 別表７

別表10別表10

商流について記入
物流について記入

以下の㋐～㋕の数値は、各別表の

合計欄の数値と一致する。

受付印

※本様式及び各別表は、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県にのみ提出すること。

㋐ ㋑

㋒ ㋓

㋔

㋕

㋔

㋕

※「受入れ」、「払出し」の「その他」欄

→月末の実在庫数量と計算上の帳簿

在庫数量に差が生じた場合に増減し

た軽油の数量を記入し、併せて、その

内容を「備考」欄に記入すること。

- 14 -



（受入れ）

報告者の氏名又は名称

. ０００

.

. ０００

. ０００

. ０００

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ０００

. ０００

３５ ０００

０００１５

０８

０８

年 月分

０７

１３３３３３０００１

０８２２２２０００１

整理番号

０８１１１１０００１ 08001 00 1005111

事業者コード 事務所コード
処理
区分 予　　　　備

０００５

※
処
理
事
項

報告年月日

1

Ｃ石油㈱

○

Ａ石油株式会社

1

　茨城県特約石油㈱

１３３３３３０００１

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
一

（
提
出
用

）
　

（
第
八
条
の
五
十
一
関
係

）

引取数量（受払い等の数量）
　引渡しを行った者別・都道府県別明細書

○ 0 4

Ｃ石油㈱ 　茨城県

　福島県

　枚のうち

計

引渡しを行った者の事務所

又は事業所所在の道府県名

枚　目

引渡しを行った者の氏名又は名称
引　取　数　量

うち課税済みのもの
備　　　　　考

令和

５ ０００

５ ０００

１５ ０００

ﾘｯﾄﾙ

都道府県コードを記入

【記入の要領】

①「引渡しを行った者の氏名又は名称」には、商流ベースの仕入先の名称を記入する。

支店名、営業所名等の記入は不要。

②「引渡しを行った者の事務所又は事業所所在の都道府県名」には、報告者から注

文（オーダー）を受けた事務所等が所在する都道府県名を記入する。

※合計数量：

複数枚ある場合

には、最終ページ

のみに記入する。

第16号の41本表

㋐と一致。

事業者コードを記入

㋐

- 15 -



（受入れ）

報告者の氏名又は名称

. ０００

.

. ０００

. ０００

. ０００

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ０００

. ０００

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
二

（
提
出
用

）
　

（
第
八
条
の
五
十
一
関
係

）

引取数量（現実の受払い等の数量）
　納入を行った者別・都道府県別明細書

○ 0 4

Ｃ石油㈱ 　茨城県

　福島県

計

納入を行った者の事務所

又は事業所所在の道府県名

５ ０００

1 　枚のうち

1

納入を受けた数量

うち課税済みのもの
備　　　　　考

１３３３３３０００１

０００

５ ０００

１３３３３３０００１ １５ ０００

整理番号

０８１１１１０００１ 08001 00 1005111

事業者コード 事務所コード
処理
区分 予　　　　備

枚　目

納入を行った者の氏名又は名称

　茨城県特約石油㈱

０８

０８２２２２０００１

０８

Ｃ石油㈱

○

Ａ石油株式会社

令和 年

５

※
処
理
事
項

報告年月日

月分

０７

３２ ０００

０００１２ ﾘｯﾄﾙ

【記入の要領】

①「納入を行った者の氏名又は名称」には、物流ベースの仕入先の名称を記入する。支店

名、営業所名等の記入は不要。

②「納入を行った者の事務所又は事業所所在の都道府県名」には、報告者から注文（オー

ダー）を受けて軽油を出荷した事務所等が所在する都道府県名を記入する。

都道府県コードを記入

※合計数量：

複数枚ある場合

には、最終ページ

のみに記入する。

第16号の41本

表㋑と一致。

事業者コードを記入

㋑

- 16 -



（払出し）

報告者の氏名又は名称

. ０００

.

. ０００

. ０００

. ０００

.

. ０００

.

. ０００

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ０００

. ０００

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
五

（
提
出
用

）
　

（
第
八
条
の
五
十
一
関
係

）

引渡数量（受払い等の数量）
　引取りを行った者別・都道府県別明細書

２

○ ○ 0 4

ＥＥ運送㈱

㈱県税石油

　枚のうち

枚　目

引取りを行った者の氏名又は名称
引　　渡　　数　　量

うち課税済みのもの
備　　　　　考

０００

月分

　茨城県

３ ０００

令和 年
1

計

引取りを行った者の事務所

又は事業所所在の道府県名

自動車の保有者

㈲Ｂ建設

　福島県

　茨城県

1

５

整理番号

０８１１１１０００１ 08001 00 1005111

事業者コード 予　　　　備事務所コード
処理
区分

０８

０８

０８

０７

５８８００００１５２

５８１２３４０００４

９９９９９９０２０８

　茨城県

自動車の保有者

９９９９９９０２０８

５ ０００

３０ ０００

０００５

Ａ石油株式会社

※
処
理
事
項

報告年月日

　茨城県

０８３１１００００１

０８

０００

１０ ０００

１０ ０００

ﾘｯﾄﾙ

都道府県コードを記入

※合計数量：

複数枚ある場

合には、最終

ページのみに

記入する。

第16号の41本

表㋒と一致。

【記入の要領】
①「引取りを行った者の氏名又は名称」には、商流ベースの販売先の名称を記入する。
支店名、営業所名等の記入は不要。

②「引取りを行った者の事務所又は事業所所在の都道府県名」には、報告者に対し注文
（オーダー）を行った事務所等が所在する都道府県名を記入する。

事業者コードを記入

㋒
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（払出し）

報告者の氏名又は名称

. ０００

. ０００

. ０００

.

. ０００

.

. ０００

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ０００

. ０００

※
処
理
事
項Ａ石油株式会社

月分

納入を受けた者の氏名又は名称

4令和 年

　福島県

自動車の保有者

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
六

（
提
出
用

）
　

（
第
八
条
の
五
十
一
関
係

）

引渡数量（現実の受払い等の数量）
　納入を受けた者別・都道府県別明細書

㈲Ｂ建設 　茨城県

ＥＥ運送㈱ 　茨城県

○

備　　　　　考

５

計

納入を受けた者の事務所

又は事業所所在の道府県名

自動車の保有者

事業者コード

　茨城県

報告年月日

○ 0

納入を行った数量

うち課税済みのもの

０７

１０

５ ０００

２７ ０００

１０ ０００

1005111

1

1

０８

０８

０００

２ ０００

処理
区分

00

５８８００００１５２

５８１２３４０００４

９９９９９９０２０８

０８

予　　　　備事務所コード

０００

９９９９９９０２０８

５ ０００

08001０８１１１１０００１

　枚のうち

枚　目

整理番号

ﾘｯﾄﾙ

都道府県コードを記入

※合計数量：

複数枚ある場合

には、最終ペー

ジのみに記入す

る。

第16号の41本表

㋓と一致。

【記入の要領】

①「納入を受けた者の氏名又は名称」には、物流ベースの販売先の名称を記入する。支店名、

営業所名等の記入は不要。

②「納入を受けた者の事務所又は事業所所在の都道府県名」には、報告者から現実の納入を

受けた者の納入に係る事務所等が所在する都道府県名を記入する。

事業者コードを記入

㋓
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（払出し）

報告者の氏名又は名称

. ０００

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ０００

.

　消　　費　　数　　量　　明　　細　　書 ※
処
理
事
項

事業者コード 事務所コード

Ａ石油株式会社
報告年月日

処理
区分 予　　　　備 整理番号

０８１１１１０００１ 08001 00 1005111

1 　枚のうち
令和 ○ ○ 年 0 4 月分

1 枚　目

消　費　数　量
備　　　　　考

うち課税済みのもの

事務所又は事業所

名　　　称 所　在　地

１００
Ａ石油㈱　水戸給油所 水戸市笠原町９７８－６

０８１１１１００３２

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
七

（
提
出
用

）
　

（
第
八
条
の
五
十
一
関
係

）

計
１００

ﾘｯﾄﾙ

※合計数量：

複数枚ある場合に

は、最終ページの

みに記入する。
第16号の41本表㋔

と一致。

自社スタンドの事業所コードを記入する。

自家消費のない場合は、本表は提出の必要はない。

【記入の要領】
自らの消費した軽油数量について、事務所又は事業所ごとの内訳を記入する。

㋔
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報告者の氏名又は名称

. ０００

.

. ０００

.

. ０００

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ０００

.

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
十

（
提
出
用

）
　

（
第
八
条
の
五
十
一
関
係

）

計
１２ ９００

Ａ石油㈱　いわき給油所 福島県いわき市湯本×-×-×

５ ０００

９００

Ａ石油㈱　水戸給油所 水戸市笠原町９７８－６

令和 ○ ○ 年 0 4 月分

Ａ石油㈱　水戸油槽所 水戸市笠原町９７８－９９９

事務所又は事業所

名　　　称 所　在　地

1

在　庫　数　量
備　　　　　考

うち課税済みのもの

1 　枚のうち

枚　目

在庫数量（現実の受払い等の数量）明細書 ※
処
理
事
項

事業者コード 事務所コード
処理
区分

Ａ石油株式会社
報告年月日

予　　　　備 整理番号

０８１１１１０００１ 08001 00 1005111

０００３

０８１１１１００３２

０８１１１１００２９

０８１１１１００４３

４ ﾘｯﾄﾙ

※合計数量：

複数枚ある場合

には、最終ペー

ジのみに記入す

る。

第16号の41本表

㋕と一致。

自社スタンド等の事業所コードを記入する。

【記入の要領】
事務所又は事業所ごとの在庫数量の内訳を記入する。
寄託中の軽油については、寄託先の事務所等を自社の事務所等として記入する。

㋕
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納 入 先 別 
納 入 数 量 等 報 告 書 ※

処
理
事
項 

事業者コード 事務所コード 処理区分 予備 整理番号 

1333330001 08001 00 1006111  
       令和○○年 ５月３１日 
 
            茨城県水戸県税事務所長 殿 

個人番号 
又  は 
法人番号 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３ 
報告年月日  

   

氏名又は名称 Ｃ石油株式会社 経理部 ○○ ○○  

住所又は所在地 東京都新宿区西新宿×－×－×                             （電話 03－××××－××××） 

令和 ○○ 年 ０４ 月分 
１ 枚のうち 

１ 枚  目 

納 入 を 行 っ た 軽 油 に つ い て 引 取 り を 行 っ た 者 
 

納 入 を 受 け た 者 の 事 務 所 又 は 事 業 所 ご と の 内 訳 
氏 名 又 は 名 称 

住 所 又 は 所 在 地 
引 渡 数 量 氏 名 又 は 名 称 

住 所 又 は 所 在 地 納 入 数 量 
 ※ コ ー ド  う ち 課 税 済 み の も の  ※ コ ー ド  う ち 課 税 済 み の も の 
A 石油（株） 水戸市 笠原町 

978-6 
   14 000.000 Ａ石油(株)水戸油槽所 水戸市笠原町 

978-999 
   11 000.000 

 ※ 0811110001       ※ 0811110029      
 

 
     県税石油(株)那珂給油所 那珂市菅谷 

×-×-× 

   3 000.000 

 ※ 0811110001       ※ 0831100081      

Ｆ石油（株） 東京都千代田区大手町 
×-×-× 

   10 000.000 Ｆ石油(株)土浦給油所 土浦市真鍋 
1-1-1 

   10 000.000 

 ※ 1311110001        1311110029      

Ｇ石油（株） 
神奈川県川崎市宮前 
×-×-× 

   6 000.000 Ｈ運輸(株)水戸営業所 
水戸市千波町 1 

   6 000.000 

 ※ 1411110001       ※ 5912340034      
 

       
 

     
                
 

             
 ※        ※       
 

             
 ※        ※       
 

             
 ※        ※       
 

             
 ※        ※       

計 
   30 000.000 

計    30 000.000 

          
備   考  

受付印 
第
十
六
号
の
三
十
七
様
式
（
提
出
用
） 

【記入の要領】 
「引渡数量」の欄には引取りを行った者ごとの軽油の納入数量を
記入する。 
「納入数量」の欄には引取りを行った者ごとの軽油の引渡数量に
ついて、納入を受けた者の事務所又は事業所の納入数量の内訳を
記入する。 

 

※合計数量： 
複 数 枚 あ る
場合には、最
終 ペ ー ジ の
み に 記 入 す
る。 

※合計数量： 
複 数 枚 あ る
場合には、最
終 ペ ー ジ の
み に 記 入 す
る。 

 
事業者コードを記入 

元売業者のみが報告する様式 

 
事業所コードを記入 
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事 務 所 ・ 事 業 所 別 
納 入 数 量 等 報 告 書 ※

処
理
事
項 

事業者コード 事務所コード 処理区分 予備 整理番号 

1333330001 08001 00 1006111  
       令和○○年 ５月３１日   
 

            茨城県水戸県税事務所長 殿               

個人番号 
又  は 
法人番号 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３ 
報告年月日  

   

氏名又は名称 Ｃ石油株式会社 経理部 ○○ ○○  

住所又は所在地 
東京都新宿区西新宿×－×－×                               （電話 03-××××-×××× ） 

令和 ○○ 年 ０４ 月分 
１ 枚のうち 

１ 枚  目 

納 入 を 行 っ た 事 務 所 又 は 事 業 所  納 入 を 行 っ た 数 量 
備考 

名 称 ※ コ ー ド 所 在 地  う ち 課 税 済 み の も の 
Ｃ石油(株) 日立油槽所  

日立市 大みか町 １－１－１ 
  30 000.000  

 ※ １３３３３３００８９      
        
 ※       
        
 ※       
        
 ※       
        
 ※       
        
 ※       
        
 ※       
        
 ※       
        
 ※       
        
 ※       

計 
  30 000.000  
     

 

受付印 

元売業者のみが報告する様式 

【記入の要領】 
元売業者が納入を行った軽油について、事務所又は事業所ごとの納入数量を記入する。 

 

※合計数量： 
複数枚ある場
合には、最終
ページのみに
記入する。 
第 16 号の 37
様式の合計と
一致する。 

第
十
六
号
の
三
十
九
様
式
（
提
出
用
） 

 
事業所コードを記入 
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令和　○○　年　　５　月　３１　日

住所又は所在地 茨城県水戸市笠原町　９７８－６

 地方税法弟144条の５第２号の規定による課税免除の適用を受けたいので次のとおり申請します。

１　課税済軽油の数量等（引取りのあった年月日ごとに記入すること）

ℓ 円

ℓ 円

ℓ 円

ℓ 円

２　流通経路

３　軽油引取税を課された状況

≪記載例の流通経路：商流は①→②→③→④、物流は①が②に持届け後、③が②のタンクに倉取りし、④に納品した。≫

【商流：　　　　　】

【物流：　　　　　】

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

輸　送　者　３

茨城県　水戸　県税事務所長　殿

 氏名 又 は名称 Ａ石油株式会社

○○年4月20日 5,000 88

車両番号
（船　名） 川崎800あ9999

車両番号
（船　名）

引取年月日 引取数量 仕入価格 輸　送　者　１ 輸　送　者　２

水戸800あ0000
車両番号

（船　名）

輸　送
業者名 N石運送（株）

輸　送
業者名

輸　送
業者名

輸　送
業者名

輸　送
業者名

Ｕオイルデリバリ(有)
輸　送
業者名

車両番号
（船　名）

車両番号
（船　名）

車両番号
（船　名）

輸　送
業者名

輸　送
業者名

輸　送
業者名

車両番号
（船　名）

車両番号
（船　名）

車両番号
（船　名）

年　月　日

年　月　日

輸　送
業者名

輸　送
業者名

輸　送
業者名

所在地 東京都中央区日本橋×－×－× 元
特
販
需

出
荷
場
所

所在地 川崎県川崎市臨海×－×－×

名　称 元売石油株式会社 名　称

年　月　日

車両番号
（船　名）

車両番号
（船　名）

車両番号
（船　名）

特約石油株式会社　笠原油槽所

茨城県水戸市笠原町×－×

所在地 東京都台東区上野×－×－× 元
特
販
需

輸
送
者

①名　称 特約石油株式会社

名　称 Ａ石油株式会社 名　称

所在地

所在地 水戸市元吉田町×－× 元
特
販
需

輸
送
者

③

所在地 水戸市笠原町９７８－６ 元
特
販
需

2
中
継
場
所

中
継
場
所

所在地

名　称 名　称

名　称 有限会社Ｂ建設

所在地 元
特
販
需

特約石油株式会社

所在地 元
特
販
需

4
現

実

の

納

入

地

所在地

所在地 元
特
販
需

輸
送
者名　称

代表取締役　○○　○○

①　元売石油（株） ②　特約石油（株） ③　A石油（株） ④　㈲B建設

添付書類

注意事項

水戸市元吉田町×－×

有限会社Ｂ建設

元売石油株式会社　川崎製油所

上記の軽油引取税を申告した
県 　税　 事 　務 　所 　等

都 道 府 県 名 茨城県

県 税 事 務 所 等 水戸県税事務所

申 告 年 月 日 令 和　○○　年　５　月　２８　日

名　称 名　称

上記軽油に対する軽油引取税の
特別徴収義務者又は納税義務者

住 所 又 は 所 在 地 東京都台東区上野×－×－×

氏 名 又 は 名 称

様式第24号 軽油引取税課税免除承認申請書
〔課 税 済 軽 油 の 流 通 経 路 明 細 書〕

(商流) (物流)

※「車両番号又は船名」及び「輸送業者名」
を、前記１の「輸送者１」欄に記載する。

※「車両番号又は船名」及び「輸送業者名」
を、前記１の「輸送者２」欄に記載する。

※「車両番号又は船名」及び「輸送業者名」
を、前記１の「輸送者３」欄に記載する。

（1）この申請書は、流通経路が異なる場合には，当該流通経路ごとに提出してください。
（2）添付書類は、引取りの段階ごとに提出してください。
（3）調査の結果、この申請書に記載された内容が事実と異なることが判明した場合には、課税免除は受けられま

1

課税済証明書、納品書、請求書、その他県税事務所長が必要と認めるもの

せん。

①の輸送を行ったローリー

様式第24号 軽油引取税課税免除承認申請書
〔課 税 済 軽 油 の 流 通 経 路 明 細 書〕

(商流) (物流)

１つ目の物流（輸送者①）

の輸送を行ったローリー

２つ目の物流（輸送者③）

の輸送を行ったローリー

〈中継場所〉

現実の納入地に納

品される前に、出荷

場所以外の油槽所・

タンクに、軽油が納

品された場合に記入

する。

商流の番号と

対応する。

〈出荷場所〉

当該軽油が国内で最初

に出荷された場所を記

入する。

（製油所・保税施設）

〈現実の納入地〉

当該軽油が納品された

場所は、必ず一番下の

欄に記入する。

商流の番号と

対応する。

持届け

倉取り
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（裏）

*１００

(有)Ｂ建設

茨城県水戸市笠原町９７８－６

Ａ石油㈱水戸給油所 水戸

と

00000

00 4      1

00 9    30

様式第25号

　　（　○○　年　　４　月分）

5 〃

回収免税証整理表

○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

区　　　　　　　　分　　　　　　　　票

免 税 証 の 種 類 枚　　　　　　　数 数　　　　　　　　　　　　　　　　　量

1 リットル券 リットル

10 〃

18 〃

20 〃

50 〃 8 400

100 〃 2 200

200 〃 2 400

500 〃

1,000 〃

5,000 〃

10,000 〃

計 12 1,000

Ａ石油株式会社特 別 徴 収 義 務 者

【記入の要領】

・免税証の種類別に集計をし、免税証を添付の上、提出すること。

・数量計は、納入申告書の(オ)の「免税証による軽油の納入数量」と一致すること。

・免税証は当該実績月において、有効期間内のものであること。

免税証

G     123456

免税軽油

使 用 者
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様式第117号

億 千 百 十 万 千 百 十 円

登録番号
(納税番号)
第1005111号

8851徴収猶予申請税額

氏名又は名
称及び代表
者 の 氏 名

茨城県水戸市笠原町　９７８－６

法人にあつては、

法 人 番 号

Ａ石油株式会社　代表取締役　○○　○○

電話住　　所

価　格 所　　　在

保
証
人
の
保
証

軽
油
に
係
る
売
掛
の
状
況

区 分 金 額

担 保の
種　 類
及 　び
価 額等

担

保

物

種類 数量 単価

摘
要

当該月に係る軽油の売上金額(ア) 1,680,000 円

徴収猶予申請期間 令和　○○　年　６　月　１　　日から　令和　○○　年　　７　　月　　３１　日まで

                     軽油引取税徴収猶予申請書　　　　　　　　　　 

○○年度 4月分 59

36 0 1 2

029-301-××××

　茨城県　　水戸　　県税事務所長　殿 令和　○○　年　　５　月　３１　日

特別徴収
義 務 者

保証

金額

当該月に係る軽油の売掛金額(イ) 600,000 円

35.71%
売上金額に対する売掛金額の割合 （イ）

（ア）

　備考　1　この申請書には、軽油に係る売掛金の明細書を添付すること。
　　　　2　この申請書を提出するときは、売掛金を記入している帳簿を提示すること。

1 2 3 4 5 7 8 9

住　　　所
氏名又は名
称

【記入の要領】

○売掛金の明細を添付すること。

○徴収猶予の申請にあたっては基本的には担保の提出が必要となるが、一定の条件を満たせ

ば担保の提出が免除される。詳しくは管轄の県税事務所に問い合わせのこと。

受付印
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ℓ 特別徴収義務者名

ℓ

円

様式第27号

課 税 標 準 量 13,860

5,000
ℓ ×

99 99.7
=

4,950
100 100 158,895

Ａ石油株式会社

月分売掛数量明細書（徴収猶予申請分）4

引 渡 先 引 渡 数 量 備考 引 渡 先 引 渡 数 量 備考

㈱県税石油　那珂給油所 ３ ０００

ＥＥ運送㈱　茨城営業所 ２ ０００
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令和 ○○ 年 3 月 29 日

℡ 029-301-××××

リットル リットル リットル リットル リットル

① ② ③ ⑤

リットル リットル リットル リットル リットル リットル

２　※印の欄は記入しないこと。

４　「月初日の実在庫数量」欄の数量と、その前月の「月末の実在庫数量」欄の数量は一致すること。

３　「当月中の物流上の受入れ数量」欄は、納入を受けた軽油の数量及び納入を行った後返還を受けた軽油の数量の合計を、「当
　月中の物流上の払出し数量」欄は納入を行った軽油の数量、納入を受けた後返還を行った軽油の数量及び消費した軽油の数量
　の合計を記載すること。

１　この報告書は毎年３月末日までに、前年３月から当年２月分までの数量を記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提
  出すること。

事務所又は事業所別在庫数量等明細書

担　当※
処
理
事
項

所 在 地 及 び 名 称

2 　月分事務所又は事業所別在庫数量等明細書

水 戸 県 税 事 務 所 長 殿

課　長 課　　　員受付印

事務所又は事業所

氏 名 又 は 名 称

住 所 又 は 所 在 地

令和 ×× 年 3

月 初 日 の

実 在 庫 数 量月

設 備 の 容 量

月 末 の

実 在 庫 数 量

当月中の物流上

の 受 入 れ 数 量

当月中の物流上

の 払 出 し 数 量

①＋②－③＝④ ④－⑤＝⑥

差　　　引

月 ～ 令和 ○○ 年

帳 簿 上 の

在 庫 数 量

10,000 10,000 1,000

ドラム缶

6,280.000
3月

7月

6月

5月

1,200.000

4月

1,600.000

5,910.000

7,000.000

11月

10月

9月

8月

合計

2月

1月

12月

1,900.000

記載要領

Ａ石油株式会社

水戸市笠原町９７８－６

貯 蔵 施 設 の

所 在 地 及 び 名 称

水戸市笠原町９７８－９９９

Ａ石油株式会社　水戸油槽所

地下タンク 地下タンク

20.000

1,900.000 6,000.000 6,130.000 1,770.000 1,800.000 △ 30.000

1,920.000 1,900.0007,000.000

△ 10.000

1,900.000 6,000.000 6,230.000 1,670.000 1,600.000 70.000

1,800.000 6,000.000 1,890.000

2,060.000 5,000.000 6,280.000 780.000

1,400.000 50.000

6,550.000 2,050.000 2,060.000 △ 10.000

800.000 △ 20.000

3,700.000 50.000

800.000 8,000.000

1,400.000 7,000.000 4,650.000 3,750.000

7,350.000 1,450.000

3,700.000 5,000.000 5,480.000 3,220.000

1,150.000 △ 35.000

3,200.000 4,000.000 6,170.000 1,030.000

3,200.000 20.000

1,045.000 △ 15.000

1,400.000 60.000

1,045.000 6,000.000

1,150.000 5,000.000 4,690.000 1,460.000

5,930.000 1,115.000

21,955.000 150.00021,755.000 72,000.000 71,650.000 22,105.000

・この明細書は、貯蔵設備のある事務所又は事業所ごとに作成すること。

・一つの事業所に複数の貯蔵設備がある場合は、その合計数量を記載すること。

・明細書⑥の合計欄が１００リットル以上の場合は、その全量が課税対象となる。

貯蔵設備のある事務所事業所の
所在地及び名称を記入する。

１００ℓ未満の場合は、明細書のみ提出すること。

- 27 -



事務所・事業所の営業開始後に特別徴収義務者の指定を受けることとなった場合 

様式第 116 号 

軽油引取税特別徴収義務者登録申請書 

 

所長 次長 課長 係長 係員 担当 

      

茨城県   水戸    県税事務所長 殿                令和○○年 ４月 １日提出 

 

 

特別徴収 

 

義 務 者 

 

(ア) 

氏名又は名称 

（ﾌﾘｶﾞﾅ）エーセキユカブシキガイシャ 

Ａ石油株式会社 

法人にあっては

代表者の氏名 
代表取締役 ○○ ○○ 

住 所 
水戸市笠原町 ９７８－６ 

( ××× 局 ××××番) 

個 人 番 号 又  

は 法 人 番 号  

      ↓個人番号の記載に当っては、左欄を空欄とし、ここから記入してください。 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３ 

 

事 務 所 

又 は 

事 業 所 

(イ) 

名 称 Ａ石油株式会社 本社（別紙参照） 

所 在 地 
水戸市笠原町 ９７８－６（別紙参照） 

( ３０１ 局 ×××× 番) 
 

 

元売業者 

 

(ウ) 

氏名又は名称 Ｃ石油株式会社 

住 所 
東京都新宿区西新宿×ー×―× 

(０３－××××局 ××××番) 

 

 

軽油の貯蔵設備の概要 

 

(エ) 

種 類 貯 蔵 容 量 及 び 施 設 数 

固 定タンク （別紙参照） 

移 動タンク  

そ の 他  

事 務 所 又 は 事 業 所 

の 営 業 開 始 年 月 日(オ) 
    年    月    日 

特 別 徴 収 義 務 者 と 

指 定 さ れ た 日(カ) 
令和○○年   ４月   １日 

 

軽 油 の 納 入 地 

(キ) 

 

 

軽 油 の 納 入 を 受 け 

る 者 の 氏 名 又 は 

名 称 及 び 住 所 

(ク) 

 

※ 登録番号 

（納税番号） 
 

※ 

登 録年月日 
 年 月 日 証票受領者  

※ 

摘 要 
 

 

受付印 

【記入の要領】 

（ア）、（イ）、（ウ）、（カ）に記載。軽油の貯蔵施設

がある場合には（エ）にも記入すること。 

法人の登記簿謄本を添付して提出すること。 

事務所又は事業所が複数ある場合には、（イ）、（エ）

を別紙等でまとめて提出すること。 
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引渡しに係る軽油の納入が行われることとなった場合 

様式第 116 号 

軽油引取税特別徴収義務者登録申請書 

 

所長 次長 課長 係長 係員 担当 

      

茨城県    水戸    県税事務所長 殿                令和〇○年 ４月 １日提出 

 

 

特別徴収 

 

義 務 者 

 

(ア) 

氏名又は名称 

（ﾌﾘｶﾞﾅ）ジーセキユカブシキガイシャ 

Ｇ石油株式会社 

法人にあっては

代表者の氏名 
代表取締役 ○○ ○○ 

住 所 
神奈川県川崎市宮前×－×－× 

( ××× 局 ××××番) 

個 人 番 号 又  

は 法 人 番 号  

      ↓個人番号の記載に当っては、左欄を空欄とし、ここから記入してください。 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３ 

 

事 務 所 

又 は 

事 業 所 

(イ) 

名 称  

所 在 地 
 

(     局     番) 
 

 

元売業者 

 

(ウ) 

氏名又は名称 Ｃ石油株式会社 

住 所 
東京都新宿区西新宿×ー×―× 

(０３－××××局 ××××番) 

 

 

軽油の貯蔵設備の概要 

 

(エ) 

種 類 貯 蔵 容 量 及 び 施 設 数 

固 定タン ク  （別紙参照） 

移 動タン ク   

そ の 他  

事 務 所 又 は 事 業 所 

の 営 業 開 始 年 月 日(オ) 
    年    月    日 

特 別 徴 収 義 務 者 と 

指 定 さ れ た 日(カ) 
    年    月    日 

 

軽 油 の 納 入 地 

(キ) 

茨城県水戸市 

 

軽 油 の 納 入 を 受 け 

る 者 の 氏 名 又 は 

名 称 及 び 住 所 

(ク) 

Ｈ運輸株式会社 

水戸市千波町１ 

※ 登録番号 

（納税番号） 
 

※ 

登 録年月日 
 年 月 日 証票受領者  

※ 

摘 要 
 

 

受付印 

【記入の要領】 

（ア）、（ウ）、（キ）、（ク）に記入。軽油の貯蔵施設が

ある場合には（エ）にも記入すること。 

法人の登記簿謄本を添付して提出すること。 
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様式第116号の3 

 

  受付印       軽油引取税特別徴収義務者登録変更申請書 

 

   (軽油引取税特別徴収義務者登録消除申請書兼用) 

  茨城県  水戸  県税事務所長 殿 令和○○年 ３月 １５日提出 

特 別 徴 収

義 務 者 

登録番号(納税番号)     第               号 

氏 名 又 は

名 称 

(フリガナ) エーセキユ カブシキガイシャ 

Ａ石油 株式会社                 

法人にあつ
ては、代表者
の 氏 名 

代表取締役 ○○ ○○              

住 所 
茨城県水戸市笠原町９７８-６ 

( ３０１ 局 ××××番)

個人番号又

は法人番号 

↓個人番号の記載に当たつては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 
    

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３ 

変 更 事 項 新 旧 

特 別 徴 収

義 務 者 

氏 名 又 は

名 称 

(フリガナ)   

    

法人にあつ
ては,代表者
の 氏 名 

  

  

住 所     

事 務 所 又
は 事 業 所 

名 称 Ａ石油株式会社 土浦給油所   

所 在 地 土浦市真鍋〇－○○－○○   

元 売 業 者 

氏 名 又 は
名 称     

住 所     

軽 油 の 貯

蔵 設 備 の

概 要 

種 類 貯蔵容量及び施設数 貯蔵容量及び施設数 

固定タンク 
ハイオク10kl×1、レギュラー30kl×1、 

軽油20kl×1    

移動タンク  4kl×１、450ｌ×１   

そ の 他     

軽 油 の 納 入 地     

軽 油 の 納 入 を 受 け る

者 の 氏 名 又 は 名 称

及 び 住 所 
   

登録事項変更又は登録

消除の事由発生年月日 令和 ○○年 ４月  １日 

登 録 事 項 変 更 又 は

登 録 消 除 の 事 由 
 給油所の新規設置 

 備考 1 登録事項に変更を生じたとき又は登録消除の事由が発生したときは、遅滞な

く、該当する欄に必要な事項を記入して提出すること。 

    2 登録の消除を申請する場合にあっては、交付を受けた特別徴収義務者証を添付

すること。 

※茨城県内に所在する事務所または事業所を開設、廃止または休止する場合

や、登録事項に変更が生じた場合に、「事業の開廃等の届出書」や添付書類

と一緒に提出すること。 

変更のあった事項に

ついて記入する。 
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（電話 ）

下記のとおり地方税法 の規定により届け出ます。

（電話 ）

上記の事務所又は事業所の営業区域

その他参考となるべき事項

第
十
六
号
の
三
十
五
様
式

（
提
出
用

）

事　業　の　開　廃　等　の　届　出　書

０２９－３０１－××××

０２９－＊＊＊－＊＊＊＊

元売業者、特
約業者、石油
製品販売業
者又は軽油
製造業者等

殿県税事務所長茨城県 水戸

4 月 1 日

事業の開始、
廃止又は休止
の 年 月 日 等

事業の廃止又
は休止の理由

茨城県

異動年月日 令和 ○ ○ 年

日

休 止 期 間

から まで年 月月 日 令和

廃 止 年 月 日

令和 年

日令和 年 月年 月 日

開 始 年 月 日

4 1令和 ○ ○

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

氏 名
又 は 名 称

法人にあっては
代 表 者 の 氏 名

フ リ ガ ナ

住 所

又 は 所 在 地

2 3

フリガナ イバラキケンツチウラシマナベ○－○○－○○

所 在 地 茨城県土浦市真鍋○－○○－○○

事
務
所
又
は
事
業
所

フリガナ

名 称

エーセキユカブシキガイシャ　ツチウラキュウユジョ

Ａ石油株式会社　土浦給油所

販

第144条の34第１項

第144条の34第3項

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

茨城県水戸市笠原町９７８－６

Ａ石油　株式会社

代表取締役　○○　○○

ダイヒョウトリシマリヤク　　○○　○○

イバラキケンミトシカサハラチョウ９７８－６

（右詰で記載）

エーセキユ　カブシキガイシャ

1 2 35 6 7 8 9 01

整理番号事業者コード 予 備

異動年月日

事務所コード
処理
区分

製

4

・

令和 ○○ 3 15年 月

・ ・

※
処
理
事
項

日

区 分 元 特

受付印

新設、廃止又は休

止する事務所又は

事業所の名称、所

在地を記入する。

廃止又は休止する場合、その理

由を詳しく記入すること。

（例：スタンド閉鎖のため等）

【記入の要領】

①この届出書は、事業の開始、廃止若しくは休止又はその

異動（変更）の届出をする場合に使用する。

事業を開始、廃止又は休止をしようとする場合は、その５

日前までに、届出事項の変更については、遅滞なくそれ

ぞれ必要事項を記入のうえ、１部提出する。

②届出事項に変更が生じた場合は、その異動事由（例：住

所変更、代表者変更等）と異動前の内容を「その他参考と

なるべき事項」欄に記入するとともに、異動年月日も当該

欄に記入する。

ＳＳを新設する場合

元売業者にあっては「元」、特約業者にあっては

「特」、石油製品販売業者にあっては「販」、軽油

製造業者等にあっては「製」を丸印で囲むこと。

※事務所又は事業所ごとに作成して、主たる事務所又は事業所所

在地の都道府県に提出すること。
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軽油引取税が課税される軽油の引取りについては、その軽油の納入地所在の都道府県に申

告納入することになっており、この場合の納入地とは、軽油を現に所有する者が交代した場所を

いいます。 

下記の＜例＞①のように、特約業者の持届けにより石油製品販売業者に軽油を販売した場合

は、当該石油製品販売業者のＳＳ（事業所）等の所在地が納入地となります。 

また、＜例＞②のように、石油製品の販売業者（元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び

軽油製造業者等）が軽油の引取りを行った場合の当該軽油の納入地については、その軽油を現

実に納入した販売業者の事業所となります。 

[根拠規定 法第 144 条の２第１項・ 第２項] 

 

＜ 事例 ＞ 

 

 

① 

 

 

 

② 

                                      ※ 

 

 

③ 

 

 

①の場合、特別徴収義務者（特約Ａ）は、軽油の『現実の納入地』である埼玉県に申告納入す

ることになります。 

 

②の場合、特別徴収義務者（特約Ａ）は、軽油を倉取りした販売業者の事業所所在地である千

葉県に申告納入することになります。 

※ 石油製品の販売業者が倉取りした場合は、その販売業者の事業所所在地が納入地となり

ますので、ご注意ください。→（Ｑ２）も参照してください。 

 

③の場合、特別徴収義務者（特約Ａ）は、軽油の『現実の納入地』である栃木県に申告納入す

ることになります。 

（Ｑ１）  引取課税の場合、申告書の提出先はどこになりますか。 

東京都 埼玉県 茨城県 

東京都 茨城県 千葉県 

東京都 茨城県 埼玉県 

埼玉県 埼玉県 

栃木県 

特約Ｂ 販 売 需要家 

販 売 

販 売 需要家 

持届け 

元 売 特約Ａ 

持届け 

特約Ａ 元 売 

倉取り 

元 売 特約Ａ 

       商流       物流 

         …特別徴収義務者 

         …納入地  

 

持届け 

第３ Ｑ＆Ａ 
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（Ｑ１）のとおり、軽油引取税が課税される軽油の引取りについては、その軽油の納入地所在の

都道府県に申告納入することになっています。 

ただし、石油製品の販売業者（元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者

等）が倉取りした場合の納入地は、その軽油を現実に納入した販売業者の事業所所在地となりま

すので、ご注意ください。 

[根拠規定 法第 144 条の２第１項（かっこ書き）] 

＜ 事例 ＞ 

 東京都   茨城県  千葉県 納入地 

① 

   

茨城県 

② 

   

千葉県 

③ 

   

茨城県 

④ 

   

東京都 

  

 

（Ｑ２）  倉取りした場合、納入地（納税地）はどこになりますか。 

販売業者 
C 

茨城本店 
倉取り 

給油 

特約業者 
Ｂ 

元売業者 
Ａ 

販売業者 
C 

千葉支店 

販売業者 
C 

茨城本店 
倉取り 

給油 

特約業者 
Ｂ 

元売業者 
Ａ 

※C は同一の販売業者 

販売業者 
D 

販売業者 
C 

茨城本店 
倉取り 

給油 

特約業者 
Ｂ 

元売業者 
Ａ 

※C と D は別販売業者 

需要家 C 

倉取り 

給油 

特約業者 
Ｂ 

元売業者 
Ａ 
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 事例①  

軽油が現実に引き渡された場所が元売業者Ａの油層所がある東京都であるため、東京都が

納入地であると誤解しやすい事例です。 

「石油製品の販売業者」である販売業者Ｃが軽油の倉取りを行っているため、販売業者Ｃの

事業所所在地の茨城県が納入地となります。したがって、特約業者Ｂは、茨城県に申告納入す

ることになります。 

 

 事例②  

①の事例と異なり、「石油製品の販売業者」である販売業者Ｃは、茨城本社ではなく千葉支

店に軽油を運んでいます。この場合の納入地は、販売業者Ｃが軽油を現実に納入した千葉県

になります。したがって、特約業者Ｂは千葉県に申告納入することになります。 

 

 事例③  

販売業者Ｃは、倉取りで引き取った軽油を千葉県の販売業者Ｄに運んでおり、実際に軽油

が運び込まれた千葉県が納入地であると誤解しやすい事例です。 

しかし、「石油製品の販売業者」である販売業者Ｃが軽油の引取りを行っているため、①と同

様に販売業者Ｃの事業所所在地である茨城県が納入地となります。したがって、特約業者Ｂは

茨城県に申告納入することになります。 

 

 事例④  

①～③の場合と異なり、軽油の倉取りを行っているのは、「石油製品の販売業者」では

なく需要家になります。この場合、需要家Ｃが軽油を現実に引き渡された場所である東

京都が納入地となります。したがって、特約業者Ｂは東京都に申告納入することになり

ます。 

 

 

 

 

 

 

申告は必要です。また、自己の車両又は雇い上げのタンクローリー等で、元売業者又は他の特

約業者の油槽所から引取りを行った場合でも申告は必要です。 

軽油引取税納入申告書（第１６号の１０様式・記入例☞P.11）の「課税対象とならない数量」

（エ）欄に当該軽油の納入数量を記載し、その明細となる軽油の納入数量明細書（第１６号の１０

様式別表・記入例☞P.１2）とともに申告期限までに提出してください。また、併せて課税免除承認

申請書（様式２４号・記入例☞P.23）も提出してください。 

[根拠規定 法第 144 条の 14 第２項・ 第４項、 規則第８条の 37 第２号] 

 

 

（Ｑ３）  課税済軽油で現実の納入を伴って引渡した場合でも、申告は必要です

か。 
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免税証と引換えに軽油を引渡した場合、免税証を交付（発行）した都道府県知事の承認が得ら

れれば課税免除されます。 

軽油引取税納入申告書（第１６号の１０様式・記入例☞P.11）の「課税対象とならない数量」

（オ）欄に当該軽油の納入数量を記載し、免税証と券種ごとの枚数を集計した「回収免税証整理

表」（様式第２５号・記入例☞P.24）を添付して、申告期限までに提出してください。 

  

なお、以下の免税証では課税免除が受けられません。このような事例はよく見受けられますの

で、免税証と引換えに軽油を引渡すときは、必ず交付した都道府県、有効期間等を確認してから

受理してください。 

○ 申告期限後に提出された免税証 

○ 免税証と引換えに軽油を渡したとき、有効期間前又は既に有効期間を過ぎていた免税証 

※ 免税軽油使用者だけでなく販売業者についても特別徴収義務者より免税軽油の引取り

を行うときは、免税証の有効期間内でなければなりません。 

○ 納入申告書の提出先である都道府県以外の都道府県が交付（発行）した免税証 

※ ただし、船舶の使用者、自衛隊及びＪＲに対して交付された免税証については、納入申

告書の提出先である都道府県が交付（発行）した免税証でなくても、例外的に認められて

います。 

[根拠規定 法第 144 条の 14 第４項、 規則第８条の 37 第３号] 

 

 

 

 

 

特別徴収義務者に対し、特別徴収に要する経費の一部を補助することを目的として交付されて

いるものです。 

特別徴収すべき税額を申告期限までに申告し、その全額を納期限までに納入したものについ

て、その税額の一定割合（２．５％）を特別徴収義務者に交付しています。 

また、徴収猶予を受けた場合において、徴収猶予を受けた金額の全額をその猶予期間内に納

入したものについても交付対象となります。 

交付時期は毎年７月下旬で、交付対象期間（算定期間）は、交付年の前年の３月分から交付年

の２月分までです。 

なお、交付金額の算定の基礎とした納入金額について、減額更正又は取消等による変更があ

り、交付金に過払いが生じた場合は、その過払い相当額を返還していただくことになります。 

 

 

（Ｑ４）  免税証と引換えに軽油を引渡した場合、課税免除を受けるための手続

きはどのようにすればよいですか。 

（Ｑ５）  特別徴収義務者交付金の概要を教えてください。 

- 35 -



 

 

 

 

 

  

軽油引取税の申告書及び報告書には、仕入先や販売先の名称・場所等を記載することになり

ます。コードは、その名称・場所等を１０ケタの数字で表したものです。 

法人・個人事業者（人物）を表すものが事業者コード、各事業所や支店等（場所）を表すものが

事業所コードです。コードに関するお問い合わせは、各県税事務所までご連絡ください。 

 

 

【コードの例】 

 

 

 

 

(ア) 都道府県コード（２ケタ）・・・次ページの表を参照してください。茨城県は「０８」です。 

なお、大口の需要家の場合は、都道府県コードに「５０」を加えた数字です。茨城県は  

「５８」です。 

(イ) 法人等の番号（４ケタ）・・・事業者単位に付与される番号です。 

(ウ) 事務所・事業所番号（３ケタ）・・・本店を含む事務所・事業所単位に付与される番号です。 

（「000」は、事業者コードに使用されます。「002」は、本店（主たる事業所）の貯蔵設備等コ

ードに使用されます。本店に貯蔵設備がない場合は、便宜上、本店事業所として登録。

「003」以降は、その他事業所・貯蔵設備等コードに使用されます。） 

(エ) チェックデジット（１ケタ）・・・(ア)から(ウ)の入力誤りを検出するために計算した数値です。 

※事業所等が一つのみの大口需要家は、（イ）と（ウ）の番号の付与方法が異なります。 

 

申告書・報告書で使用するコード一覧 

第 16 号の 10 様式別表 事業所コード 第 16 号の 41 様式別表７ 
事業所コード 

第 16 号の 41 様式別表１ 

事業者コード 

第 16 号の 41 様式別表 10 

第 16 号の 41 様式別表２ 第 16 号の 37 様式 左 事業者コード 

第 16 号の 41 様式別表５ 第 16 号の 37 様式 右 
事業所コード 

第 16 号の 41 様式別表６ 第 16 号の 39 様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｑ６）  事業者コード・事業所コードについて教えてください。 

０８ ０００２ ０００ ３ 
（ア）   （イ）         （ウ）   （エ） 

原則、ここが「０００」の場合は事業者コード。 

それ以外が事業所コードです。 
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☆ 都道府県コード 

コード 都道府県名 コード 都道府県名 コード 都道府県名 コード 都道府県名 

０１ 北 海 道 １３ 東 京 都  ２５ 滋 賀 県  ３７ 香 川 県  

０２ 青 森 県  １４ 神奈川県 ２６ 京 都 府  ３８ 愛 媛 県  

０３ 岩 手 県  １５ 新 潟 県  ２７ 大 阪 府  ３９ 高 知 県  

０４ 宮 城 県  １６ 富 山 県  ２８ 兵 庫 県  ４０ 福 岡 県  

０５ 秋 田 県  １７ 石 川 県  ２９ 奈 良 県  ４１ 佐 賀 県  

０６ 山 形 県  １８ 福 井 県  ３０ 和歌山県 ４２ 長 崎 県  

０７ 福 島 県  １９ 山 梨 県  ３１ 鳥 取 県  ４３ 熊 本 県  

０８ 茨 城 県  ２０ 長 野 県  ３２ 島 根 県  ４４ 大 分 県  

０９ 栃 木 県  ２１ 岐 阜 県  ３３ 岡 山 県  ４５ 宮 崎 県  

１０ 群 馬 県  ２２ 静 岡 県  ３４ 広 島 県  ４６ 鹿児島県 

１１ 埼 玉 県  ２３ 愛 知 県  ３５ 山 口 県  ４７ 沖 縄 県  

１２ 千 葉 県  ２４ 三 重 県  ３６ 徳 島 県    

 

 

 

 重要！！ご注意ください  

事業者コード・事業所コードは、取引に関する仕入先や販売先の名称・場所等を数字で表した

ものであり、流通経路の管理等をこれらのコードによって行っています。このため、誤ったコードや

実際の取引と異なるコードを使用すると、課税庁が流通経路などについて事実確認を行う場合が

あります。 

軽油引取税の公平かつ適正な賦課徴収のため、これらのコードの記入にご協力ください。 

次のような場合は、管轄の県税事務所にご確認ください。 

①  事業所等を移転・新設・廃止した場合 

事業所等が移転した場合には事業所コードが変わることがあります。また、事業所等の新

設又は廃止した場合には、それぞれ、事業所コードを新設又は廃止をする必要があります。 

※ この場合には、「事業の開廃等の届出書」（様式第１６号の３５・記入例☞P.２９）を主たる

事業所等所在地の都道府県に提出してください。 

②  使用するコードが不明な場合 

継続して取引がある業者のコードが不明な場合は、管轄の県税事務所にご確認ください。 

都道府県コードは事業者コードを付与

した都道府県を示しています。 
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○軽油引取税の脱税をすると（法第144条の41）

脱税に関する罪 懲役：10年以下

（特別徴収義務者が納入金を納入しなかったとき） 罰金：1000万円以下(※)

懲役：10年以下

罰金：1000万円以下(※)

懲役：10年以下

罰金：1000万円以下(※)

懲役：5年以下

罰金：500万円以下(※)

※　脱税額が定額刑を超える場合には、情状により脱税額が罰金刑の上限となります。

○不正軽油の製造等をすると（法第144条の33）

製造等の承認を受ける義務等に関する罪 懲役：10年以下

罰金：1000万円以下

（法人）罰金：3億円以下

懲役：7年以下

罰金：700万円以下

（法人）罰金：2億円以下

懲役：3年以下

罰金：300万円以下

（法人）罰金：1億円以下

懲役：2年以下

罰金：100万円以下

○県税事務所の検査を拒否すると（法第144条の12）

懲役：1年以下

罰金：50万円以下
帳簿書類等の検査や採油、質問などを拒否した者

（不正の行為によって特別徴収義務者が還付を受けた
とき）

（納税者が申告書の提出期限までに提出しないことによ
り税を逃れたとき）

（承認を受けなかった者・偽りにより承認を受けた者）

内　　　　　容 量刑

（不正軽油と知って運搬・保管・購入・販売した者）

（承認を受けず灯油や重油などを自動車の内燃機関の
燃料として販売・消費した者又は不正の手段により承認
を受けた者）

内　　　　　容

（不正の行為によって納税者が納付しなかったとき）

（不正軽油の製造に使われることを知って原材料・薬品・
資金・土地等を提供し又は運搬した者）

量刑

量刑

内　　　　　容

第４ 軽油引取税の罰則について
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令和４年度不正軽油撲滅広報用チラシ
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軽油引取税の申告・申請等の業務を行う県税事務所は、次のとおりです。

管轄区域
（特別徴収義務者の主たる

事務所・事業所所在地）
事務所所在地・

電話番号（担当課）

 水戸市、笠間市、小美玉市、東茨城郡

 県外本店 ※

 〒３０１－０８０２
 水戸市柵町１－３－１
 ０２９－２２１－４８００（直通）

 日立市、常陸太田市、高萩市、
 北茨城市、ひたちなか市、常陸大宮市、
 那珂市、那珂郡、久慈郡

〒３１３－８６６６
常陸太田市山下町４１１９
０２９４－８０－３３１１（直通）

 鹿嶋市、潮来市、行方市、神栖市、
 鉾田市

 〒３１１－３８９３
 行方市麻生１７００－６
 ０２９９－７２－０４８３（直通）

 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、
 牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、
 かすみがうら市、つくばみらい市、
 稲敷郡、北相馬郡

 〒３００－００５１
 土浦市真鍋５－１７－２６
 ０２９－８２２－７２１２（直通）

 古河市、結城市、下妻市、常総市、
 坂東市、筑西市、桜川市、結城郡、
 猿島郡

 〒３０８－８５１１
 筑西市二木成６１５
 ０２９６－２４－９１９２（直通）

　筑西県税事務所
（課税第一課）

　水戸県税事務所
　　（課税第一課）

地図
県税事務所名

（担当課）

　常陸太田県税事務所
（課税第一課）

　行方県税事務所
（課税第一課）

　土浦県税事務所
（課税第一課）

県税事務所のご案内

※ 茨城県外に主たる事務所・事業所のある方は、原則として、
水戸県税事務所が管轄県税事務所となります。
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